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●
聖
徳
太
子
堂
棟
札
に
よ
る
と
、
太
子
堂
は
文
政
年
中
（
文
政
八
年
一
八
二
五
）
四
興
屋
大
工
町
に
債
権

修
繕
し
た
も
の
の
、
維
持
困
難
と
な
り
、
明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）
五
月
、
町
内
で
相
談
の
上
、

小
林
松
右
エ
門
に
任
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

 

松
右
エ
門
は
自
邸
に
移
築
し
、
二
十
余
年
の
間
、
萱
屋
根
を
葺
き
替
え
て
維
持
し
て
き
た
が
、
将
来
に

わ
た
っ
て
の
維
持
は
難
し
い
と
判
断
し
、
松
右
エ
門
養
子
慎
吉
は
、
大
正
三
年
（
一
九
一
七
）
瓦
屋
根

に
葺
き
替
え
た
。（
た
だ
し
、
こ
の
時
に
は
四
つ
屋
根
の
上
方
部
だ
け
瓦
で
、
下
部
萱
が
残
さ
れ
た
の
を
、

昭
和
三
十
年
代
に
松
瀬
の
三
男
恒
夫
が
全
部
瓦1

に
変
え
、
現
在
の
形
に
な
っ
た
。） 

● 

そ
も
そ
も
こ
の
太
子
堂
に
つ
い
て
は
、
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
五
月
二
十
二
日
、
小
林
喜
内
長
度
が

施
主
と
な
り
、
教
護
寺
宥
傳
を
法
導
師
と
し
て
、
聖
徳
上
宮
太
子
新
堂
の
入
佛
が
行
わ
れ
た
旨
の
棟
札

が
あ
る
。
藩
お
抱
え
の
棟
梁
を
中
心
と
し
、
大
工
衆
が
費
用
を
出
し
合
っ
て
建
て
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
宮
殿
が
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
頃
に
製
作
さ
れ
た
と
い
う
覚
書
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
再
建
か
も

し
れ
な
い
。
場
所
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
施
主
が
藩
主
で
な
い
の
で
城
内
に
建
て
た
も
の
で
は
な
い

と
わ
か
る
。） 

● 

そ
の
後
は
、
五
月
二
十
二
日
を
定
め
、
代
々
の
教
護
寺
住
職
を
迎
え
て
太
子
堂
祭
り
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
慎
吉
の
時
代
に
は
、
幟
を
立
て
屋
敷
内
に
屋
台
店
を
入
れ
て
、
賑
や
か
な
祭
り
の
体
を
な

し
て
い
た
と
い
う
。 

● 

慎
吉
没
（
昭
和
十
四
年
）
後
は
、
連
れ
合
い
の
清
（
せ
い
）
が
慎
吉
の
意
を
体
し
て
祀
り
を
続
け
た
。

慎
吉
の
弟
子
が
来
て
幟
を
立
て
、
賑
わ
い
の
中
に
教
護
寺
住
職
の
読
経
が
流
れ
た
も
よ
う
で
あ
る
。
し

か
し
、
清
も
、
慎
吉
の
弟
子
も
年
老
い
て
い
く
に
つ
れ
祭
り
の
風
景
は
変
っ
た
。
幟
を
立
て
る
す
べ
も

な
く
な
り
、
重
ね
て
教
護
寺
住
職
も
亡
く
な
っ
た
こ
と
で
、
清
は
二
女
の
佐
藤
松
瀬
と
、
姪
の
阿
部
要

（
よ
う
）
・
千
里
（
ち
さ
と
）
の
助
け
を
借
り
な
が
ら
、
大
工
町
の
昔
の
職
人
衆
の
未
亡
人
ら
を
集
め

て
、
赤
飯
を
ふ
る
ま
い
、
菩
提
寺
の
極
楽
寺
住
職
の
読
経
に
よ
っ
て
、
何
と
か
祭
り
の
体
を
保
ち
続
け

た
。 

● 

清
の
没
（
昭
和
三
十
一
年
）
後
、
松
瀬
は
母
の
生
前
と
同
じ
よ
う
に
太
子
堂
の
祀
り
を
続
け
る
こ
と
に

使
命
感
を
持
ち
、
従
姉
妹
の
阿
部
要
・
千
里
ら
と
、
年
々
少
な
く
な
っ
て
い
く
大
工
町
関
係
者
と
と
も

に
祭
り
の
集
い
を
続
け
た
。 

● 

昭
和
四
十
五
年
五
月
、
太
子
堂
祭
り
の
準
備
を
続
け
る
中
で
、
松
瀬
は
病
に
倒
れ
、
亡
く
な
っ
た
。
そ

の
後
、
小
林
家
に
居
住
し
、
家
屋
敷
の
管
理
を
し
て
い
た
松
瀬
の
三
男
恒
夫
は
、
祭
り
を
主
催
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
が
、
五
月
二
十
二
日
に
は
家
族
に
お
参
り
を
さ
せ
、
一
年
に
一
度
は
大
工
に
太
子
堂
の

建
物
の
危
険
度
を
点
検
さ
せ
、
手
入
れ
を
し
て
い
た
。 

● 

昭
和
五
十
二
年
、
恒
夫
は
小
林
の
家
屋
敷
の
管
理
を
離
れ
た
。 
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葺
き
替
え
に
あ
た
り
、
指
示
さ
れ
た
大
工
は
太
子
堂
の
周
囲
に
山
積
み
に
な
っ
て
い
た
瓦
を
用
い
た
。
そ

こ
に
荘
内
藩
主
酒
井
家
の
紋
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
恒
夫
は
後
に
語
っ
た
。 
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● 

小
林
慎
吉
邸
は
、
昭
和
五
十
二
年
恒
夫
が
離
れ
て
か
ら
は
、
阿
部
要
と
そ
の
養
子
邦
司
夫
婦 

阿
部
千

里
の
娘
夫
婦
が
管
理
し
た
。 

● 

慎
吉
の
長
女
は
養
子
徳
太
郎
を
迎
え
て
小
林
家
を
継
い
だ
が
茨
城
県
の
日
立
に
住
ま
い
し
、
鶴
岡
と
は

疎
遠
で
あ
っ
た
。
没
後
二
男
冨
士
也
は
鶴
岡
の
家
屋
敷
を
相
続
し
た
が
、
東
京
住
ま
い
の
人
間
で
、
こ

こ
を
更
地
に
し
て
売
却
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
。 

● 

平
成
六
年
、
大
工
町
太
子
堂
が
鶴
岡
市
の
文
化
財
指
定
の
候
補
と
な
り
、
視
察
調
査
に
来
た
。
視
察
員

の
中
に
鎌
田
氏
が
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
（
こ
の
話
は
、
鳥
居
町
の
日
向
家
武
家
屋
敷
が
指
定
を
受

け
た
年
の
こ
と
で
あ
り
、
太
子
堂
は
来
年
以
降
に
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
知
ら
せ
が
あ
っ
た
。
）
そ

の
後
風
間
真
一
夫
妻
が
小
林
邸
の
太
子
堂
を
見
た
も
よ
う
で
あ
る
。 

● 

平
成
九
年
、
鎌
田
氏
は
自
分
の
屋
敷
に
置
き
場
が
あ
る
か
ら
太
子
堂
を
解
体
し
て
そ
こ
に
保
存
し
、
然

る
べ
き
場
所
を
探
し
て
再
建
し
、
文
化
財
指
定
を
と
る
と
言
っ
て
持
っ
て
行
っ
た
。 

● 

平
成
十
一
年
八
月
に
、
太
子
堂
が
風
間
邸
に
再
建
さ
れ
た
こ
と
を
聞
い
た
阿
部
邦
司
氏
は
、
「
鎌
田
氏

の
話
が
違
う
」
と
思
っ
た
が
、
小
林
邸
も
更
地
と
な
り
、
自
分
の
役
割
も
終
わ
っ
た
よ
う
な
も
の
だ
と
、

太
子
堂
の
幟
を
恒
夫
の
家
に
持
っ
て
き
た
。 

● 

平
成
二
十
年
七
月
、
極
楽
寺
よ
り
太
子
像
及
び
厨
子
、
宮
殿
が
太
子
堂
に
移
さ
れ
た
。 


